
1 

新潟県児童福祉法施行細則及び新潟県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成30年12月28日 

新潟県知事  花 角  英 世 

新潟県規則第55号 

新潟県児童福祉法施行細則及び新潟県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行

細則の一部を改正する規則 

（新潟県児童福祉法施行細則の一部改正） 

第１条 新潟県児童福祉法施行細則（平成18年新潟県規則第37号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)に対応する同表の改

正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部

分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削る。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 

（指定障害児通所支援事業者等に係る変更の届出

等） 

第11条の８ 法第21条の５の20第３項及び第24条の

13第３項の規定による変更の届出の様式は、別記

第14号様式の８とする。 

２ 法第21条の５の20第３項の規定による事業の再

開又は同条第４項の規定による事業の廃止若しく

は休止の届出の様式は、別記第14号様式の９とす

る。 

 

第14号様式の８（第11条の８関係） 

変更届 

（略） 

  下記のとおり指定に係る事項に変更があったの

で、児童福祉法第21条の５の20第３項（第24条の

13第３項）の規定により、関係書類を添えて届け

出ます。 

（略） 

（略） 

変更事項 変更の内容

（略）  

６ 登記事項証明書又は条例等

（当該指定に係る事業に関

するものに限る｡) 

 

 

（略）  

10 運営規程 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

 

第14号様式の９（第11条の８関係） 

再開・廃止・休止届 

（指定障害児通所支援事業者等に係る変更の届出

等） 

第11条の８ 法第21条の５の20第１項及び第24条の

13の規定による変更の届出の様式は、別記第14号

様式の８とする。 

２ 法第21条の５の20第１項の規定による事業の再

開又は同条第２項の規定による事業の廃止若しく

は休止の届出の様式は、別記第14号様式の９とす

る。 

 

第14号様式の８（第11条の８関係） 

変更届 

（略） 

  下記のとおり指定に係る事項に変更があったの

で、児童福祉法第21条の５の20第１項（第24条の

13）の規定により、関係書類を添えて届け出ます。

 

（略） 

（略） 

変更事項 変更の内容

（略）  

６ 定款、寄附行為等及びその

登記事項証明書又は条例等

（当該指定に係る事業に関

するものに限る｡) 

 

（略）  

10 運営規程  

11 障害児通所給付費等の請求

に関する事項 

 

12 役員の氏名、生年月日又は

住所 

 

（略） 

（略） 

 

第14号様式の９（第11条の８関係） 

再開・廃止・休止届 
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（略） 

  下記のとおり指定に係る事業を再開（廃止・休

止）したので、児童福祉法第21条の５の20第３項

（第４項）の規定により、届け出ます。 

 （略） 

（略） 

  下記のとおり指定に係る事業を再開（廃止・休

止）したので、児童福祉法第21条の５の20第１項

（第２項）の規定により、届け出ます。 

 （略） 

（新潟県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正） 

第２条 新潟県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則（平成18年新潟県規則第

53号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削り、同表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 

第２号様式（第３条関係） 

変更届出書 

（略） 

（略） 

変更事項 変更の内容

（略）  

６ 登記事項証明書又は条例等

（就労継続支援Ａ型の事業

を行う者にあっては、定款、

寄附行為等及びその登記事

項証明書又は条例等)(当該

指定に係る事業に関するも

のに限る｡) 

 

（略）  

16 提携する公共職業安定所そ

の他の関係機関の名称 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

第２号様式（第３条関係） 

変更届出書 

（略） 

（略） 

変更事項 変更の内容

（略）  

６ 定款、寄附行為等及びその

登記事項証明書又は条例等

（当該指定に係る事業に関

するものに限る｡) 

 

 

 

 

（略）  

16 提携する公共職業安定所そ

の他の関係機関の名称 

 

17 介護給付費等の請求に関す

る事項 

 

18 役員の氏名、生年月日又は

住所 

 

（略） 

（略） 

   附 則 

この規則は、平成31年１月１日から施行する。 


